
取扱いの変更について 

 

番号確認書類として、「マイナンバー記載の住民票の写し」又は「マイナンバー記載の住

民票記載事項証明書」を提出する場合は、コピーの提出も認めることとしました。 

 「【重要】マイナンバー（個人番号）の提出方法」の変更箇所は、以下をご確認ください。 

 

３ページ 

 

 

 

 

 

 

 ※ 本件については、日本学生支援機構でも周知を行います。 

 

（1904） 

 

「『マイナンバー提出書』のセット」に同封されている「【重要】マイナンバー

（個人番号）の提出方法」は、変更前の内容で記載されています。 

ご注意 


